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◉電話番号
　♯8000
（プッシュ回線の固定電話、
携帯電話から）

　☎ 022 (212) 9390
（プッシュ回線以外の固定電
話、PHSから）

◉相談時間
　毎日午後７時～翌朝午前８時

休日・夜間診療案内は下記の
番号です（24時間対応）
　☎ 0229 (24) 2267
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◉診療時間　9:00～17:00
【休日急患当番医】
◉休日・夜間診療案内　☎0229(24)2267（24時間）
◉第２次診療　登米市民病院　 ☎0220(22)5511
【問い合わせ】登米市医師会　☎0220(22)2084
※月～金曜日(休日を除く)
【歯科休日当番医】
【問い合わせ】市民生活部健康推進課　☎0220（58）2116
※当番医は、変更する場合があります。各医療機関に確認の上、受
診ください。

　

本
年
度
節
目
を
迎
え
る
年
代
の

皆
さ
ん
を
対
象
に
、
歯
周
病
検
診

を
実
施
し
ま
す
。

31
歳
（
昭
和
61
年
４

月
１
日
〜
同
62
年
３
月
31
日
生
ま

れ
）、
40
歳
（
昭
和
52
年
４
月
１

日
〜
同
53
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）、

50
歳
（
昭
和
42
年
４
月
１
日
〜
同

43
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）、
60
歳

（
昭
和
32
年
４
月
１
日
〜
同
33
年

３
月
31
日
生
ま
れ
）、
70
歳
（
昭

和
22
年
４
月
１
日
〜
同
23
年
３
月

31
日
生
ま
れ
）
で
対
象
者
に
は
個

別
に
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
。

平
成
29
年
８
月
１

日
〜
同
30
年
１
月
31
日

】
市
内
歯
科
医
院
で

の
個
別
受
診
で
す
。

市
民
生
活
部
健
康

推
進
課（
地
域
保
健
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
６

　

宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
歯
科

健
診
を
実
施
し
ま
す
。

】昭
和
16
年
４
月
１
日
〜

同
17
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人

８
月
１
日
（
火
）〜

11
月
30
日
（
木
）

】登
録
医
療
機
関
で
の

個
別
受
診
と
な
り
ま
す
。対
象
者

に
受
診
案
内
を
郵
送
し
ま
す

無
料

】宮
城
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合（
給
付
課
）

☎
０
２
２（
２
６
６
）１
０
２
１

　　

相
談
は
予
約
制
で
す
の
で
、
事

前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

８
月
25
日（
金
）
午
後
１

時
30
分
〜】

市
役
所
南
方
庁
舎（
１
階

相
談
室
）

▼
迫
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
０
２
２
０（
２
２
）

１
１
５
２
▼
中
田
・
石
越
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０
２
２
０

（
３
４
）７
６
１
１
石
越
分
室
☎

０
２
２
８（
３
４
）４
１
５
１

▼

東
和
・
登
米
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
０
２
２
０（
５
３
）

４
８
１
１
登
米
分
室
☎
０
２
２
０

（
５
２
）５
０
９
０
▼
米
山
・
南

方
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎

０
２
２
０（
２
９
）５
８
２
１

▼

南
方
分
室
☎
０
２
２
０（
５
８
）

４
３
１
１
▼
津
山
・
豊
里
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０
２
２
５

（
６
８
）３
７
８
０
豊
里
分
室
☎

０
２
２
５（
７
６
）４
８
１
１

【
問
い
合
わ
せ
】
福
祉
事
務
所
長

寿
介
護
課（
長
寿
社
会
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
１

▶

▶

▶

▶
　

  ◉診療時間　9:00～17:00
  （受付16:30まで）
  【問い合わせ】登米市民病院
  ☎0220（22）5511

  

本
年
８
月
か
ら
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
基
準
が
変
わ
り
ま
す
。

◉
　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

負
担
額
は
、
本
人
の
所
得
や
収
入

額
に
応
じ
て
月
々
の
負
担
上
限
額

が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
カ
月

に
支
払
っ
た
利
用
者
負
担
合
計
額

が
、
負
担
の
上
限
額
を
超
え
た
時

は
、
そ
の
分
が
「
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
」
と
し
て
払
い
戻
さ
れ
ま

す
。

　

た
だ
し
、
世
帯
内
全
て
の
介

護
保
険
被
保
険
者
が
１
割
負
担

の
課
税
世
帯
は
、
８
月
か
ら
翌

年
７
月
ま
で
の
自
己
負
担
額
の

合
計
に
対
し
て
、
年
間
上
限
額

44
万
６
４
０
０
円
を
新
た
に
設
定

し
ま
す
（
３
年
間
の
時
限
措
置
）。

】

　

29
年
８
月
か
ら
翌
年
７
月

者
が
い
る
場
合
は
合
計
で
２
千
万

円
未
満
、
配
偶
者
が
い
な
い
場
合

は
、
１
千
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

で
す
。

◉
　

社
会
福
祉
法
人
な
ど
で
提
供
し

て
い
る
通
所
介
護
、
訪
問
介
護
、

短
期
入
所
生
活
介
護
、
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
（
予
防
含
む
）、

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
、
介
護
福
祉
施

設
サ
ー
ビ
ス
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）
な
ど
を
利
用
し
、
条
件

を
全
て
満
た
し
て
い
る
人
に
対
し

て
、
自
己
負
担
金
額
を
軽
減
す
る

制
度
で
す
。

　

申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
福
祉
事
務
所
長
寿
介
護
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
７
月
31
日
ま
で
の
認
定

証
書
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
更
新

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

】
福
祉
事
務
所
長

寿
介
護
課
（
介
護
給
付
係
）

☎
０
２
２
０
（
５
８
）
５
５
５
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ま
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
負
担
額
が
、
年
間
上
限
額

（
44
万
６
４
０
０
円
）
を
超
え
て

い
た
場
合
、
既
に
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
支
給
申
請
を
し
て
い
る

人
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
申
請
を
し
て

い
な
い
場
合
は
、
別
途
通
知
を
送

付
し
ま
す
。

　　

ま
た
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
を
対
象
に
、
さ
ま
ざ
ま
負
担

軽
減
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◉
　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護

老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医

療
施
設
、
地
域
密
着
型
老
人
福
祉

施
設
な
ど
で
、
長
・
短
期
入
所
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
食
費

と
居
住
費
（
滞
在
費
）
を
軽
減
す

る
制
度
で
す
。

　

認
定
の
基
準
は
①
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と
②
配
偶

者
（
別
世
帯
の
場
合
も
含
む
）
も

市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
こ

と
③
預
貯
金
な
ど
の
金
額
が
配
偶

　

市
認
定
農
業
者
連
絡
協
議
会

は
、「
登
米
市
の
う
ま
い
も
ん
！

発
見
の
旅
」
を
開
催
し
ま
す
。
こ

れ
は
消
費
者
が
、
農
産
物
生
産
現

場
の
見
学
や
そ
の
食
材
を
使
っ
た

料
理
を
味
わ
う
こ
と
な
ど
を
通
し

て
、
生
産
者
と
交
流
を
深
め
る
こ

と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

　

登
米
市
産
食
材
に
つ
い
て
、
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
く

だ
さ
い
。８

月
27
日(

日)

正
午
〜

】
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
グ

ラ
ン
ヴ
ィ
ア３千

円
（
お
土
産
付
き
）

※
先
着
40
人
限
定
で
す
。

７
月
20
日（
木
）

〜
８
月
18
日
（
金
）

電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
※
市
民
の
参
加

の
場
合
、
農
産
物
生
産
現
場
の
見

学
に
は
行
き
ま
せ
ん
。

登

米
市
の
う
ま
い
も
ん
！
発
見
の
旅

事
務
局
（
産
業
経
済
部
産
業
政
策

課
内
）

☎
０
２
２
０
（
３
４
）
２
４
９
１


